
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

 

（１）地域の災害リスク 

 

（洪水：ハザードマップ） 

三木市が令和３年３月に発行したハザードマップ（三木市防災情報マップ）によると、吉川町

商工会が立地する吉安地域において、３ｍを超える浸水が予想されているほか、吉川町内の主要

道路となっている主要地方道西脇三田線、加古川三田線共に並行して流れる美嚢川では０．５ｍ

以上の浸水が想定され、その沿線に占める会員が６０％を占める。商工業者へのリスクとして

は、浸水被害による商品・機械の破損、廃棄、などによる損失、復旧費用の高額化が想定される。 

 

（土砂災害：ハザードマップ） 

三木市のハザードマップ（三木市防災情報マップ）によると、吉川町では中国縦貫自動車道よ

り南部の地域に地すべりの土砂災害警戒区域等が多くあるが、ほとんど事業者は存在しない。 

商工業者へのリスクとしては、道路が土砂災害で通行止めになった場合の、孤立化、流通の停

滞などが想定される。 

 

（地震：Ｊ－ＳＨＩＳ、三木市地域防災計画、地震ハザードマップ） 

地震ハザードステーションの防災地図によると、今後３０年以内に震度６弱以上の地震に見舞

われる確率は約３０％と想定されている。三木市地域防災計画（令和６年度修正）及び地震ハザ

ードマップでは、吉川地区では震度 6強（北部・東部の一部は震度 6弱）の地震が発生した場合

の被害は、吉川町内で全壊が１，００４棟、半棟が６６７棟、死者数３９人、負傷者８８ 人、

避難所生活者７７２人と想定されている。 

商工業者のリスクとしては、復旧の長期化、復旧費用の高額化が想定される。高齢者、事業承

継者のいない事業者による廃業も懸念される。 

 

（その他特に想定されるリスク） 

三木市は、瀬戸内海式気候のため温暖な気候で、年間の平均気温が１５度前後である。晴天が

多く、年間降水量が１２２０メートルと雨天日は少なく、自然災害に見舞われることが少ない地

域である。しかしながら、近年の自然環境の変化による、豪雨や風災をはじめとする、自然災害

のリスクは高まっていると考えられる。商工業者のリスクとしては、復旧の長期化、復旧費用の

高額化が想定され。高齢者、事業承継者のいない事業者による廃業も懸念される。 

 

 

（感染症、サイバー攻撃） 

新型インフルエンザ等（感染症）は、１０年から４０年の周期で出現し、世界的に大きな流行

を繰り返している。また、新型コロナウイルス感染症のように国民の大部分が免疫を獲得してお

らず、全国的かつ急速なまん延により、三木市においても多くの三木市民の生命及び健康に重大

な影響を与えるおそれがある。 

サイバー攻撃による情報の漏洩や精密機器の故障等のリスクへの対策が急務である。 

 

 

 

 



（２）商工業者の状況（商工業者数は、R３年経済センサスより、 

会員事業者数は令和７年１１月１日現在） 

 

  吉川町内 

・商工業者数  268者 うち小規模事業者数 199者 

 会員事業者数 208名  

 

 

【会員企業の内訳】 

業種 商工業者数 
小規模事

業者数 
備考（事業所の立地状況等） 

商工 

業者 

製造業 43 32 美嚢川沿いを中心に点在 

建設業 66 49 山間部を中心に点在 

卸・小売業 65 48 美嚢川沿いに集中 

飲食・宿泊業 29 23 美嚢川沿いに集中 

サービス業 53 39 美嚢川沿いを中心に点在 

その他 12 8 町内に点在 

合計 268 199  

 

（３）これまでの取組 

 

１）三木市の取組 

  ・三木市地域防災計画の策定 

災害対策基本法（昭和３６ 年法律第２２３ 号）第４２ 条の規定に基づき、地域防災計画を 

策定している。計画は随時修正している。 

・三木市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定 

     平成２７年３月策定 

・防災訓練の実施 

・全市民を対象に毎年９月に総合防災訓練を実施（台風と地震災害を想定し、毎年交互に実 

施） 

・概ね中学校区単位で防災訓練を実施 

・自治会や老人会等で防災訓練を実施 

・防災備品の備蓄 

  ・山崎断層帯（主要北西部）と山崎断層帯（主要南東部）、草谷断層の３連動地震を想定し、 

避難所生活者１１，００２人を基本に物資を備蓄している。 

・市役所防災倉庫、消防署防災倉庫、市立公民館等に分散備蓄している。 

  

２）吉川町商工会の取組 

・事業者に対するＢＣＰに関する国の施策の周知 

・事業者に対するＢＣＰ策定セミナーの開催 

・兵庫県共済協同組合と連携した休業対応応援共済への加入促進 

・三木市が実施する防災訓練への参加及び協力 

・損害保険や共済制度などの加入推進（商工会報や情報誌、ホームページで周知）を適宜行って

いる。 

 

３）事業継続力強化支援計画の実施状況  

・事業継続力強化に関するセミナー 年２回 



・町内小規模事業者に対する、事業継続力強化計画作成支援 ２者  

・兵庫県共済協同組合と連携した休業対応応援共済の加入促進 １者 

 

Ⅱ 本計画の策定及び実行にあたっての課題と対策 

 （課題） 

   ①吉川地域の小規模事業者の事業継続力強化の取り組み状況を把握できていない。 

②吉川地域の自然災害等リスクについて、当会、三木市関係部署との間で十分な議論ができてい

ない。 

③本計画の実行にあたって、保険・共済や資金繰りに対する助言を行える当会経営指導員等の知

識不足、防災・減災等の重要性を周知する専門的な知識の不足といった課題がある。 

 

（対策） 

①事業継続力強化の乗り組み状況については、経済産業省 HP に掲載の事業継続力強化計画の認

定事業者一覧や、当会会員へのアンケートや聞き取り等で把握する。 

②保険・共済や資金繰りの支援、防災・減災に対する専門的な助言を行う当会経営指導員の不足

については、兵庫県商工会連合会、兵庫県共済協同組合、中小機構など他の支援機関と連携し、

セミナー開催や、専門家派遣に加えて、当会職員を、研修や、勉強会に派遣し、専門知識の習

得並びに最新情報の収集に努める。 

 

Ⅲ 目標 

   吉川町商工会では、以下を目標とする。 

・吉川町内小規模事業者に対しセミナー等を通じて自然災害リスクや感染症等のリスクを認識さ

せ、事前対策の必要性の周知を行い、事業継続力強化計画（BCP）策定につなげる 

 

 具体的には以下の目標を設定し取り組む 

①年５社に対して事業継続力強化計画や BCPの策定・見直し支援を行う 

②管内の事業継続力強化計画の策定率 5％ 

③損害保険加入の取組みを２０社に対して行う。 

④小規模事業者が事業継続力強化計画策定やＢＣＰ策定セミナーを年 1 回開催する。 

 

 

 

○成果目標 

 

商工業者数 小規模事業者数 事業年度 

策定目標（事業者数） 

BCP 
事業継続力 

強化計画 

268 199 

R8 0 1 
R9 1 2 

R10 2 2 
R11 2 3 

R12 2 3 

 

 

 

 

 

 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間 

令和 8年 4月 1日 ～ 令和 13年 3月 31日 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

 

（１）小規模事業者の事業継続力強化の取り組み状況の把握 

・中小企業庁、三木市等と連携し、吉川町内の小規模事業者における事業継続力強化計画の策定

状況等の事業継続力強化の取り組み状況を把握する。 

 

（２）小規模事業者に対する事業継続力強化支援の内容 

・巡回指導時に、ハザードマップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリスク及びそ

の影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、水災補償等の損害保険・共済加入、

行政の支援策の活用等）について説明する。 

・会報やホームページ、face book等において、国の施策の紹介や、リスク対策の必要性、損害

保険や生命保険、傷害保険等の概要、事業者ＢＣＰに積極的に取り組む小規模事業者の紹介等

を行う。 

・小規模事業者に対し、事業者ＢＣＰ（即時に取組可能な簡易的なもの含む）の策定による実効

性のある取組の推進や、効果的な訓練等について指導及び助言を行う。 

・経済産業省ホームページ掲載のリスクファイナンス判断シートなどを活用し、事業者にリスク

ファイナンスの考え方を啓発し、自然災害時の資金繰りについて注意喚起する。 

 

（３）フォローアップ 

・ＢＣＰを策定し、１年が経過した事業者に対し、取り組み状況を確認し、訓練・計画の見直し

についての支援を行う。 

・事業継続力強化計画作成の支援をした事業者の計画期間を確認し、計画期間終了後の計画の再

策定、再申請へつなげる用に支援を行う。 

 

（４）知見の共有及び事業継続力の底上げ 

・中小機構や、県下商工会で紹介されている小規模事業者の事業継続力強化に関する好事例をホ

ームページや、会報誌で紹介する。 

・吉川町内、および近隣地域の同業種の企業と連携した、連携型事業継続力強化計画の策定を支

援する。 

 

（５）関係団体との連携 

・連携協定を結ぶ、兵庫県商工会連合会や兵庫県共済協同組合に専門家の派遣を依頼し、会員事

業者以外も対象とした普及啓発セミナーや損害保険の紹介等を実施する。 

・連携型事業継続力強化計画の策定にあたって、中小企業整備機構近畿本部の専門家派遣を活用

し、策定支援を行う。 

・関係機関への普及啓発ポスター掲示依頼、セミナー等の共催。 

 

 

 

 

 

 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和７年１１月１日現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町の事

業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町の共同体制／経営指導

員の関与体制 等） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①兵庫県及び三木市との連携体制 

・吉川町の災害リスクを把握し、三木市商工振興課、危機管理課と連携し本支援計画の支援方針に

ついて、決定する。 

・また、認定主体である兵庫県と事前に相談調整を行うことで、より地域の実情に応じた計画とす

る 

 

②広域的な支援体制 

・広範囲で被災した場合においては兵庫県商工会連合会を通じて播磨地域以外の商工会等とも 連

携を取れるよう連絡体制を平時から構築し、支援を行う。 

 

③商工会の事業継続力強化支援事業実施に係る体制 

・法定経営指導員１名と経営支援員１名で巡回指導を行う。三木市中小企業サポートセンターや、

兵庫県商工会連合会の専門家派遣、中小企業基盤整備機構などの連携支援を受けながら小規模事

業者の策定支援からフォローアップまで支援する体制を構築する。 

・共済加入促進については、連携協定を結んでいる兵庫県共済協同組合による、セミナー、個別相

談の体制とする。 

 

④定量的に実施状況を把握し、評価を行う体制 

・法定経営指導員１名、経営支援員１名で、実施状況を定量的に把握し、効果測定を行う。 

・実施状況を三木市に報告するとともに、次年度の支援内容について検討、協議を行う。 

 

⑤経営指導員等の資質向上に係る体制 

・商工会職員に対し、防災・減災、リスクファイナンスなどの、知識習得や、向上につながる研修

に参加させる。また、最新の情報の収集に努める。 

 

 

 

吉川町商工会 
事務局長 

三木市 
産業振興部長 

吉川町商工会 

 
法定経営指導員１名 
経営支援員１名 

 

連携 

連絡調整 

三木市 
商工振興課 

三木市 
危機管理課 

確認 
⇔ 
連携 



（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 経営指導員 長谷川三重子（連絡先は後述（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 以下に関する必要な情報の提供や助言等を行う。 

・本計画の具体的な取組の企画や実行 

・本計画の取組み実施における目標・指標の設定 

・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（1年に 1回以上） 

 

 ③広域経営指導員の当否 

  経営指導員 長谷川 三重子は施行規則第２条第２項に規定する広域経営指導員に該当しない。 

 

（３）商工会、関係市町連絡先 

①商工会 

吉川町商工会 

〒673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安 246 

TEL：0794-72-1406 ／ FAX：0794-72-1724 

E-mail：contact@shoko.yokawa.hyogo.jp 

 

②関係市町 

 三木市役所 産業振興部 商工振興課 

 〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町１０番３０号 

 Tel：0794-82-2000（内線 2231）/Fax：0794-82-9728 

  E-mail：shoko@city.miki.lg.jp 

 

三木市役所 総合政策部 危機管理課 

〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町１０番３０号 

Tel：0794-89-2370（防災危機管理係）/Fax：0794-82-2278 

E-mail：kikikanri@city.miki.lg.jp 

 

※その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

必要な資金の額 215 275 305 305 305 

 ・専門家派遣費 30 90 120 120 120 

 ・セミナー開催費 100 100 100 100 100 

 ・チラシ・ポスター作成費 35 35 35 35 35 

 ・防災・感染症対策費 50 50 50 50 50 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費・手数料収入、三木市補助金、兵庫県補助金 等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 



（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

兵庫県商工会連合会 会長 藤井信孝 

〒650-0013 兵庫県神戸市中央区花隈町 6-19 

 

兵庫県共済協同組合 組合長 山村栄二 

〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通 6 丁目 3-28 兵庫県中央労働センター4F 

 

連携して実施する事業の内容 

① 小規模事業者が早期に事業を再開できるような支援体制の構築や情報共有、発災時の連携 

② 災害リスクの周知や BCP策定等のセミナー、各種共済の推進 

 

連携して事業を実施する者の役割 

① 兵庫県全体の商工会の状況を把握し、支援体制の構築や情報共有、発災時の連携を行う 

② 災害リスクや BCP策定等に関するセミナーの開催、各種共済の提案 

 

連携体制図等 

① 小規模事業者が早期に事業を再開できるような支援体制の構築や情報共有、発災時の連携 

 

 

② 災害リスクの周知や BCP策定等のセミナー、各種共済の推進 

 

小規模事業者 

兵庫県商工会連合会 

吉川町商工会 

兵庫県下各商工会 

支援 支援要請 

協力 支援要請 

協力 支援要請 

支援 
協力 

兵庫県共済協同組合 

災害・共済に関する
情報提供、支援要請 

共済の推進・協力 

小規模事業者 

兵庫県商工会連合会 

吉川町商工会 

案内・周知 申込・受講 

協力 支援要請 


